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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月21日(2015.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周縁部と、個別の電気駆動領域と、各々が透明な導電材料の層を含む少なくとも２つの
基材とを含む、電気駆動レンズを製造する方法であって、
　前記周縁部と前記電気駆動領域との間の電気的接続を確立するために必要とされる前記
透明な導電材料の領域を、前記透明な導電材料を切断することによって電気的接続を確立
するために必要とされない前記透明な導電材料の領域から絶縁するステップと、
　前記周縁部と前記電気駆動領域との間の電気的接続を確立するために必要とされない領
域を切断して、前記レンズの上側の周縁部と前記レンズの下側の周縁部との間の導電性を
制限するステップと、
を備える、方法。
【請求項２】
　電気的接続を確立するために必要とされる前記透明な導電材料の前記領域を絶縁するス
テップが、前記基材の各々の電極の周りのパターンを切断するステップを含む、請求項１
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に記載の方法。
【請求項３】
　前記切断がレーザー切断である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記切断が１ｍｍ未満の幅である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　電気的接続を確立するために必要とされる前記透明な導電材料の領域を絶縁する前記ス
テップが、複数の交差する線を切断するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の交差する線が、少なくとも１つの実質的な直線および少なくとも１つの曲線
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　電気的接続を確立するために必要とされない領域を切断する前記ステップが、前記領域
の少なくとも１つを複数の部分へと切断するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　周縁部と、個別の電気駆動領域と、各々が透明な導電材料の層を含む少なくとも２つの
基材と、を備える、電気駆動光学素子であって、
　前記周縁部と前記電気駆動領域との間の電気的接続を確立するために必要とされる前記
透明な導電材料の領域を、前記透明な導電材料をレーザー切断することによって、電気的
接続を確立するために必要とされない前記透明な導電材料の領域から絶縁するステップと
、
　前記周縁部と前記電気駆動領域との間の電気的接続を確立するために必要とされない領
域をレーザー切断して、レンズの上側の周縁部と前記レンズの下側の周縁部との間の導電
性を制限するステップと、
を含むプロセスによって形成される、電気駆動光学素子。
【請求項９】
　周縁部と、
　個別の電気駆動領域と、
　各々が透明な導電材料の層を含む少なくとも２つの基材と、を備え、
　前記周縁部と前記電気駆動領域との間の電気的接続を確立するために必要とされる前記
透明な導電材料の領域が、レーザー切断によって、電気的接続を確立するために必要とさ
れない前記透明な導電材料の領域から絶縁され、
　前記周縁部と前記電気駆動領域との間の電気的接続を確立するために必要とされない領
域が、レンズの上側の周縁部と前記レンズの下側の周縁部との間の導電性を制限するため
にさらにレーザー切断される、
電気駆動レンズ。
【請求項１０】
　透明な導電材料のそれぞれの層と物理的に接触しており端部が前記周縁部に沿って露出
している、各基材上の追加の電極構造をさらに備える、請求項９に記載のレンズ。
【請求項１１】
　前記基材の少なくとも１つが表面レリーフ回折素子を備える、請求項９に記載のレンズ
。
【請求項１２】
　前記レーザー切断が１ｍｍ未満の幅を有する、請求項９に記載のレンズ。
【請求項１３】
　周縁部と、個別の電気駆動領域と、各々が透明な導電材料の層を含む少なくとも第１の
基材および第２の基材と、を含む、電気駆動レンズを製造する方法であって、
　前記第１の基材の透明な導電材料の前記層を、複数の部分を含む第１のパターンへとレ
ーザー切断するステップと、
　前記第２の基材の透明な導電材料の前記層を、複数の部分を含む第２のパターンへとレ
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ーザー切断するステップと、を備える、方法。
【請求項１４】
　前記複数の部分が実質的に帯状である、請求項７又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　表面レリーフ回折素子を備えるように、前記基材の少なくとも１つを形成するステップ
をさらに備える、請求項１又は１３に記載の方法。
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